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国
民
年
金
は
、
老
後
生
活
を
保
障

す
る
老
齢
基
礎
年
金
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
病
気
や
け
が
、
事
故
な
ど

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎

年
金
、
一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ

た
と
き
の
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け
る

に
は
保
険
料
を
納
め
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
、
免
除
を
受

け
た
期
間
な
ど
を
合
わ
せ
て
二
十
五

年
以
上
あ
る
人
が
受
給
対
象
で
す
。

こ
れ
を
満
た
す
人
が
、
六
十
五
歳
に

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、本
人
の
希
望
に
よ
っ
て
、

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
間
に

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
（
繰
り
上
げ

支
給
）
も
で
き
ま
す
が
、
こ
の
場
合

に
は
、
年
齢
や
誕
生
月
に
応
じ
て
年

金
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

繰
り
上
げ
請
求
を
し
た
後
、
本
人
が

六
十
五
歳
前
に
障
害
者
や
寡
婦
と
な

っ
た
と
き
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
や

寡
婦
年
金
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
六
十
六
歳
以
降
か
ら
の
年

金
受
け
取
り
（
繰
り
下
げ
支
給
）
を

希
望
す
る
場
合
に
は
、
年
金
額
が
増

額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
い
っ
た
ん
減

額
・
増
額
さ
れ
た
支
給
率
は
生
涯
変

わ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
日
本
に

住
む
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
未
満
ま
で

の
人
が
対
象
で
す
。
海
外
転
出
し
、

海
外
居
住
す
る
人
が
引
き
続
き
国
民

年
金
に
加
入
す
る
場
合
は
、
任
意
加

入
の
届
け
出
が
必
要
。
日
本
国
籍
を

持
つ
二
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の

人
が
加
入
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
は
、
次
の
二
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
出
国
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

�
海
外
転
出
届
け
出
時
に
市
内
に

住
む
親
族
を
納
付
協
力
者
と
定
め
て

本
人
に
代
わ
り
納
め
る
�
日
本
国
民

年
金
協
会
（
�
０
３
―
３
２
６
５
―

２
８
８
５
）
に
納
付
を
依
頼
す
る
。

国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る
長
い
老

後
の
生
活
を

え
る
を
維
持
す
る
大
切
な

も
の
。
現
役
世
代
が
納
め
る
保
険
料
が
高

齢

世
代
を
支
え
、
現
役
で
働
い
て
い
る

人
た
ち
が
高
齢

に
な
っ
た
と
き
、
次
の

世
代
の
人
た
ち
の
納
め
る
保
険
料
が
支
え

て
く
れ
る
と
い
う
〝
世
代
間
扶
養
の
仕
組

み
〞
で
す
。
こ
の
制
度
は
国
が
責
任
を
も

っ
て

営
し
て
い
る
た
め
、
安
心
し
て
生

涯
に
わ
た
り
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�
８
９
０

―
６
２
５
４

前
橋

会
保
険
事
務
所
（
国

支える社会保障制度

６５
歳
か
ら
支
給

老
齢
基
礎
年
金

海
外
転
出
者
も

加
入
で
き
ま
す

年金の請求先

※第１号被保険者…農業・自営業者・学生など
第２号被保険者…会社員・公務員など
第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者

第１号被保険者期間のみの場合

第２号・第３号被保険者期間を含む場合
老齢基礎年金

市　役　所

社会保険事務所

請求する年金 請　求　先

第１号被保険者期間に初診日がある場合

第３号被保険者期間に初診日がある場合
障害基礎年金

市　役　所

社会保険事務所

第１号被保険者期間に死亡した場合

第３号被保険者期間に死亡した場合
遺族基礎年金

市　役　所

社会保険事務所

▲
ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で


